
　　標準産業分類　中分類

※本制度における評価は、特定事業者の工場・事業

場におけるエネルギーの使用状況等に基づいた評価で

あり、必ずしも各業種におけるエネルギー使用状況等を

反映したものとは限りません。

特定事業者

番号

主たる事業所

の所在地
事業者等名 2021年度ベンチマーク達成によるS評価分野

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

35 熱供給業 108431 東京都 汐留アーバンエネルギー株式会社

35 熱供給業 108731 東京都 株式会社虎ノ門エネルギーサービス ☆ ☆

35 熱供給業 118031 東京都 山王熱供給株式会社 ☆ ☆

35 熱供給業 125831 東京都 天王洲エリアサービス株式会社 ☆

35 熱供給業 130431 東京都 西池袋熱供給株式会社

35 熱供給業 132431 東京都 渋谷熱供給株式会社 ☆ ☆ ☆

35 熱供給業 138731 東京都 城山熱供給　株式会社

35 熱供給業 141531 東京都 新宿熱供給株式会社 ☆ ☆ ☆

35 熱供給業 165431 東京都 東京熱エネルギー株式会社 ☆ ☆ ☆

35 熱供給業 232431 東京都 赤坂熱供給株式会社 ☆ ☆ ☆ ☆

35 熱供給業 234131 東京都 錦糸町熱供給株式会社 ☆ ☆ ☆ ☆

35 熱供給業 234631 東京都 新都市熱供給株式会社 ☆

35 熱供給業 238531 東京都 株式会社　東京エネルギーサービス ☆ ☆ ☆ ☆

35 熱供給業 274031 東京都 新宿南エネルギーサービス株式会社 ☆ ☆

35 熱供給業 278331 東京都 六本木エネルギーサービス株式会社 ☆ ☆ ☆ ☆ 2 電力供給業　 

35 熱供給業 284231 東京都 池袋地域冷暖房株式会社 ☆

35 熱供給業 288331 東京都 東京空港冷暖房株式会社 ☆

35 熱供給業 291531 東京都 アークヒルズ熱供給株式会社 ☆ ☆

35 熱供給業 333731 東京都 丸の内熱供給株式会社 ☆ ☆ ☆ ☆

35 熱供給業 348031 東京都 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 ☆ ☆ ☆ ☆

35 熱供給業 422131 東京都 株式会社ディーエイチシー銀座 ☆ ☆

35 熱供給業 483331 東京都 東京都市サービス株式会社 ☆ ☆ ☆ ☆

35 熱供給業 500131 東京都 東京熱供給株式会社

35 熱供給業 549131 東京都 東京下水道エネルギー株式会社 ☆ ☆

35 熱供給業 558231 東京都 東京臨海熱供給株式会社 ☆ ☆ ☆

35 熱供給業 559231 東京都 株式会社立川都市センター ☆

35 熱供給業 563831 東京都 品川熱供給株式会社 ☆ ☆

35 熱供給業 567331 東京都 株式会社エネスクエア東京 ☆ ☆ ☆

35 熱供給業 579131 東京都 豊洲エネルギーサービス株式会社 ☆ ☆

35 熱供給業 643831 東京都 株式会社東武エネルギーマネジメント ☆ ☆ ☆

35 熱供給業 725531 東京都 虎ノ門エネルギーネットワーク株式会社

工場・事業場における省エネ法定期報告（2021年度提出分（2020年度実績））

省エネ評価

本資料について

・事業者クラス分け評価制度は、総合資源エネルギー調査会省エネルギー小委員会の取りまとめ（2015年8月28日）に沿って、省エネ優良事業者を公表することで事業者に自らの省エネ取組状況の客観的な認識を促すことを

目的として実施しているものです。

総合資源エネルギー調査会省エネルギー小委員会の取りまとめ（2015年8月28日）

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/sho_ene/report_01.html

・本資料は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）第15条第1項に基づいて2019年度に提出された工場・事業場におけるエネルギー使用状況等に関する定期報告書について、2020年3月末時点で評価を

行った結果を示したものです。

・事業者クラス分け評価制度では、評価の結果として、以下①②のいずれかを満たす事業者を省エネ優良事業者（Sクラス）としています。

①定期報告書特定－第４表の記載に基づき、エネルギーの使用に係る原単位（エネルギー消費原単位）又は電気需要平準化原単位の５年度間平均原単位変化が１％以上の低減であること

②定期報告書特定－第６表の記載に基づき、ベンチマーク指標が目指すべき水準を達成していること

・「省エネ評価」の欄は、事業者をSクラスと評価する場合に限り、「☆」を記載をするものです。

・「ベンチマーク達成分野」の欄は、省エネ法ベンチマーク制度の対象となる事業者が上記②を満たす場合に限り、その達成した分野名を記載をするものです。なお、分類方法の違いにより、ベンチマーク制度の対象分類と産業標準

本資料について

・事業者クラス分け評価制度は、総合資源エネルギー調査会省エネルギー小委員会の取りまとめ（2015年8月28日）に沿って、省エネ優良事業者を公表することで事業者に自らの省エネ取組状況の客観的な認識を促すことを

目的として実施しているものです。

総合資源エネルギー調査会省エネルギー小委員会の取りまとめ（2015年8月28日）

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/20150828_report.html

・本資料は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）第15条第1項に基づいて2021年度に提出された2020年度実績の工場・事業場におけるエネルギー使用状況等に関する定期報告書について、2022年3

月末時点で評価を行った結果を示したものであり、今後追加を行います。

・事業者クラス分け評価制度では、評価の結果として、以下①②のいずれかを満たす事業者を省エネ優良事業者（Sクラス）としています。

①定期報告書特定－第４表の記載に基づき、エネルギーの使用に係る原単位（エネルギー消費原単位）又は電気需要平準化原単位の５年度間平均原単位変化が１％以上の低減であること

②定期報告書特定－第６表の記載に基づき、ベンチマーク指標が目指すべき水準を達成しており、達成事業におけるエネルギーの使用量の割合が50%以上であること

・「省エネ評価」の欄は、事業者をSクラスと評価する場合に限り、「☆」を記載をするものです。

・「2021年度ベンチマーク達成によるS評価分野」の欄は、省エネ法ベンチマーク制度の対象となる事業者が上記②を満たす場合に限り、その達成した分野名を記載をするものです。なお、分類方法の違いにより、ベンチマーク制度


